
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
私
学
文
書
課
）　

　

一

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
介
護
保
険
室
）　

　

二

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
同
意
の
届
出
の
審
査
結
果
（
区
域
内
特
定
養

　

殖
業
者
） 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　

　

四

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分 

（
農
村
整
備
課
）　

　

四

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除 

（
森
林
整
備
課
）　

　

四

〇
漁
船
損
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
及
び
指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧 

（
水
産
業
振
興
課
）　

　

五

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（
道　

路　

課
）　

　

五

〇
県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部

　

を
改
正
す
る
告
示 

（
会　

計　

課
）　

　

五

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
）  

（
建
築
宅
地
課
）　

　

五

 
教
育
委
員
会

〇
職
員
の
懲
戒
処
分 

六

 
規

則

　

私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
八
十
二
号

　
　
　

私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
（
昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
統
計
調
査
に
用
い
る
産
業
分
類
並
び
に
疾
病
、
傷
害
及
び
死
因
分
類
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
二

十
六
年
政
令
第
百
二
十
七
号
）
第
二
条
」
を
「
統
計
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
、

「
日
本
標
準
産
業
分
類
（
平
成
十
九
年
総
務
省
告
示
第
六
百
十
八
号
）」
を
「
日
本
標
準
産
業
分
類
（
平
成
二
十
一
年

総
務
省
告
示
第
百
七
十
五
号
）」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

四　

自
己
の
名
義
を
も
つ
て
他
人
に
行
わ
せ
る
も
の

　

別
表
第
一
第
十
三
号
中
「
宿
泊
業
、
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業
」
の
下
に
「（
専
門
料
理
店
の
う
ち
料
亭
、
酒
場
、
ビ
ヤ
ホ
ー

ル
及
び
バ
ー
、
キ
ャ
バ
レ
ー
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
三
十
三
号
及
び
様
式
第
三
十
七
号
中
「第

５
条

」
を
「第

４
条

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
八
号
及
び
様
式
第
三
十
九
号
中
「第

５
条

（第
８
条

」
を
「第

４
条

（第
７
条

」
に
、「同

規
則
第
５

条

」
を
「同

規
則
第
４
条

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
私
立
学
校
法
等
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
千
十
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

Ｌ
Ｅ
Ａ
Ｐ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

堀
切　

拓

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

仙
台
市
若
林
区
南
小
泉
四
丁
目
十
二
番
二
十
八
号　

小
沢
荘
一
〇
一

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

こ
の
法
人
は
、
ス
ポ
ー
ツ
を
行
う
機
会
の
少
な
い
幼
稚
園
児
、
小
学
生
に
対
し
て

ス
ポ
ー
ツ
の
楽
し
さ
を
教
え
、
健
や
か
な
成
長
を
支
援
す
る
事
業
を
行
い
、
平
和

で
健
全
な
地
域
社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
十
一
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と

し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

訪
問
介
護

二　

訪
問
入
浴
介
護

三　

通
所
介
護

 

四　

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

五　

福
祉
用
具
貸
与

六　

特
定
福
祉
用
具
販
売

 

第2109号　平成21年11月20日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
一
〇
三
〇
三
二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
青
葉

の
家
仙
台
市
青
葉
区
八
幡
四
丁
目
七

番
六
号
グ
リ
ー
ン
リ
ー
フ
八
幡

一
一
二
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

社
会
福
祉
法
人
青
葉
福
祉
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
月
十
五
日

〇
四
七
二
八
〇
〇
六
三
〇

〇
四
七
五
二
〇
二
一
九
八

〇
四
七
五
四
〇
二
一
三
七

〇
四
七
一
五
〇
一
七
〇
〇

〇
四
七
一
五
〇
一
七
一
八

〇
四
七
五
一
〇
三
〇
二
四

希
望
館
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ア
ミ
ー

ゴ加
美
郡
加
美
町
下
野
目
下
久
保

中
二
十
三
番
一

株
式
会
社
は
な

仙
台
市
宮
城
野
区
福
田
町
二
丁

目
一
番
六
号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
こ

ト
ピ
ア
向
山
の
家

仙
台
市
太
白
区
八
木
山
緑
町
四

番
地
の
二
十
四

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
え
が
お

大
崎
市
古
川
字
上
古
川
三
百
三

十
の
一

第
二
桜
日
和

大
崎
市
古
川
新
田
字
大
西
一
番

七
十
二

ウ
ェ
ル
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
上
杉

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
三
丁
目
八

番
三
号

希
望
館
ポ
コ
・
ア
・
ポ
コ
有

限
会
社

株
式
会
社
は
な

社
会
福
祉
法
人
み
や
ぎ
会

合
同
会
社
え
が
お

プ
ロ
ン
プ
タ
ー
甲
斐
有
限
会

社株
式
会
社
ウ
ェ
ル

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

平
成
二
十
一
年

十
月
十
五
日

平
成
二
十
一
年

十
月
十
五
日

平
成
二
十
一
年

十
月
十
五
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
三
〇
一
五
八
六

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ツ
ク
イ
若
林
七
郷

仙
台
市
若
林
区
伊
在
字
白
山
前

三
番
一
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
ツ
ク
イ

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
一
二
〇
〇
九
六
四

〇
四
七
二
二
〇
〇
九
七
一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

大
柳
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

登
米
市
中
田
町
上
沼
字
大
柳
七

番
四

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
敬
愛

柴
田
郡
大
河
原
町
西
桜
町
十
三

番
地
八

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

合
同
会
社
サ
ー
パ
ス

有
限
会
社
ケ
イ

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
三
〇
一
五
九
四

〇
四
七
五
五
〇
二
一
三
四

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ニ
チ
イ
の
き
ら
め
き
仙
台
若
林

仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
丑
ノ
頭

四
十
五
番
地
の
五

ニ
チ
イ
の
き
ら
め
き
仙
台
松
森

仙
台
市
泉
区
松
森
字
台
九
十
五

番
地
の
一

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
二
二
〇
〇
九
六
三

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

レ
ン
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
南
桜

柴
田
郡
大
河
原
町
南
桜
町
四
番

地
二

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

有
限
会
社
ケ
イ

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

指
定
年
月
日



〇
宮
城
県
告
示
第
千
十
二
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

介
護
予
防
訪
問
介
護

二　

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

三　

介
護
予
防
通
所
介
護

 

四　

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

五　

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

六　

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売
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〇
四
七
二
二
〇
〇
九
六
三

レ
ン
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
南
桜

柴
田
郡
大
河
原
町
南
桜
町
四
番

地
二

有
限
会
社
ケ
イ

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
一
〇
三
〇
三
二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
青
葉

の
家
仙
台
市
青
葉
区
八
幡
四
丁
目
七

番
六
号
グ
リ
ー
ン
リ
ー
フ
八
幡

一
一
二
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

社
会
福
祉
法
人
青
葉
福
祉
会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
月
十
五
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
三
〇
一
五
八
六

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ツ
ク
イ
若
林
七
郷

仙
台
市
若
林
区
伊
在
字
白
山
前

三
番
一
号

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
ツ
ク
イ

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

〇
四
七
五
四
〇
二
一
三
七

〇
四
七
一
五
〇
一
七
〇
〇

〇
四
七
一
五
〇
一
七
一
八

〇
四
七
五
一
〇
三
〇
二
四

〇
四
七
五
三
〇
一
六
〇
二

目
一
番
六
号

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
こ

ト
ピ
ア
向
山
の
家

仙
台
市
太
白
区
八
木
山
緑
町
四

番
地
の
二
十
四

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
え
が
お

大
崎
市
古
川
字
上
古
川
三
百
三

十
の
一

第
二
桜
日
和

大
崎
市
古
川
新
田
字
大
西
一
番

七
十
二

ウ
ェ
ル
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
上
杉

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
三
丁
目
八

番
三
号

こ
も
れ
び
の
里
荒
町

仙
台
市
若
林
区
荒
町
七
十
五
番

地

社
会
福
祉
法
人
み
や
ぎ
会

合
同
会
社
え
が
お

プ
ロ
ン
プ
タ
ー
甲
斐
有
限
会

社株
式
会
社
ウ
ェ
ル

株
式
会
社
寛

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

平
成
二
十
一
年

十
月
十
五
日

平
成
二
十
一
年

十
月
十
五
日

平
成
二
十
一
年

十
月
十
五
日

平
成
二
十
一
年

十
月
十
五
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
一
二
〇
〇
九
六
四

〇
四
七
二
二
〇
〇
九
七
一

〇
四
七
二
八
〇
〇
六
三
〇

〇
四
七
五
二
〇
二
一
九
八

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

大
柳
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

登
米
市
中
田
町
上
沼
字
大
柳
七

番
四

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
敬
愛

柴
田
郡
大
河
原
町
西
桜
町
十
三

番
地
八

希
望
館
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ア
ミ
ー

ゴ加
美
郡
加
美
町
下
野
目
下
久
保

中
二
十
三
番
一

株
式
会
社
は
な

仙
台
市
宮
城
野
区
福
田
町
二
丁

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

合
同
会
社
サ
ー
パ
ス

有
限
会
社
ケ
イ

希
望
館
ポ
コ
・
ア
・
ポ
コ
有

限
会
社

株
式
会
社
は
な

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
三
〇
一
五
九
四

〇
四
七
五
五
〇
二
一
三
四

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ニ
チ
イ
の
き
ら
め
き
仙
台
若
林

仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
丑
ノ
頭

四
十
五
番
地
の
五

ニ
チ
イ
の
き
ら
め
き
仙
台
松
森

仙
台
市
泉
区
松
森
字
台
九
十
五

番
地
の
一

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
二
二
〇
〇
九
六
三

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

レ
ン
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
南
桜

柴
田
郡
大
河
原
町
南
桜
町
四
番

地
二

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

有
限
会
社
ケ
イ

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
二
二
〇
〇
九
六
三

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

レ
ン
タ
ル
サ
ー
ビ
ス
南
桜

柴
田
郡
大
河
原
町
南
桜
町
四
番

地
二

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

有
限
会
社
ケ
イ

指
定
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日



〇
宮
城
県
告
示
第
千
十
三
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

訪
問
介
護

〇
宮
城
県
告
示
第
千
十
四
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業

者
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
十
五
号

　

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
っ
た
次
の
加
入
区
に
係
る
区
域
内
特
定
養
殖

業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良

事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
地
区
の
名
称

　
　

富
地
区

二　

処
分
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
千
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
湊
字
町
裏
山
三
の
二

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
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介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
一
〇
二
九
一
九

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ド
リ
ー

ム
・
ゲ
ー
ト
サ
ポ
ー
ト
ク
ラ
ブ

未
来
仙
台
市
青
葉
区
旭
ケ
丘
四
丁
目

十
四
番
一
号
コ
ー
プ
サ
ン
マ
ー

ル
Ａ
一
〇
六
号
室

事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ド

リ
ー
ム
・
ゲ
ー
ト

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
月
一
日

介
護
保
険
事
業
所
番
号

〇
四
七
五
一
〇
一
七
〇
五

〇
四
七
五
二
〇
〇
一
七
六

〇
四
七
五
三
〇
〇
〇
一
八

〇
四
七
五
四
〇
一
一
二
一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
川
平

仙
台
市
青
葉
区
川
平
三
丁
目
二

十
六
番
八
号

ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
原
町

仙
台
市
宮
城
野
区
原
町
三
丁
目

七
番
十
四
号
ビ
ジ
ュ
ア
ル
タ

ワ
ー
宮
城
野
四
階

総
合
福
祉
ツ
ク
イ
若
林

仙
台
市
若
林
区
河
原
町
二
丁
目

四
番
二
号
ア
ル
フ
ァ
河
原
町
一

階ニ
チ
イ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
か
ぎ
と

り仙
台
市
太
白
区
鈎
取
本
町
一
丁

目
一
番
五
号

事
業
者
の
名
称

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

株
式
会
社
ツ
ク
イ

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

十
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

十
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年

十
月
三
十
一
日

加
入
区
の

名　
　

称

宮
城
県
第

七
十
二
加

入
区

区　
　

域

平
成
十
九
年
宮

城
県
告
示
第
三

百
十
八
号
（
漁

業
災
害
補
償
法

に
基
づ
く
漁
業

共
済
に
係
る
加

入
区
の
設
定
）

で
告
示
さ
れ
た

宮
城
県
漁
業
協

同
組
合
の
北
上

町
十
三
浜
支
所

の
地
区

同
意
成
立
の

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年

十
月
二
十
九
日

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字

大
指
二
十
一

佐
藤　

博

石
巻
市
北
上
町
十
三
浜
字

大
指
二
十
三

西
條　

武

養
殖
業
の
種
類

漁
業
災
害
補
償

法
施
行
令
（
昭

和
三
十
九
年
政

令
第
二
百
九
十

三
号
）
第
十
八

条
の
四
に
規
定

す
る
ほ
た
て
養

殖
業

区
域
内
特
定

養
殖
業
者
数

二
十
八
人



　
　

落
石
の
危
険
の
防
止

三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

〇
宮
城
県
告
示
第
千
十
八
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
漁
船
損
害
等

補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を
求
め
る
た
め
の
事
前
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船
調
書
を

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
二
月
四
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
千
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
千
二
十
号

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

県
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
及
び
取
扱
事
務
の
範
囲
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
百
九

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
三
第
一
号
の
表
株
式
会
社
山
形
銀
行
の
項
中

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工
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届　
　
　
　
　

出　
　
　
　
　

事　
　
　
　
　

項

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

牡
鹿
郡
女
川
町
塚
浜
字
塚
浜
四

十
五
番
地
の
二

 

阿
部　

彰
喜

牡
鹿
郡
女
川
町
指
ヶ
浜
字
指
ヶ

浜
二
番
地

 

鈴
木　

正
悦

加

入

区

女
川
町
加
入

区

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条

第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同

組
合
の
名
称

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

縦　

覧　

場　

所

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
浜

字
大
原
五
百
十
番
地

宮
城
県
漁
業
協
同
組
合

女
川
町
支
所

道

路

の

種

類

一
般
国
道

路

線

名

四
百
五
十
七

号

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
石
名
坂
前
六
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
村
大
衡
字
西
ノ
谷
二
番
一
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
一
年

 

十
一
月
三
十
日

「

仙
台
支
店

仙
台
支
店
ジ 

ャ
ス
コ
幸
町

店
出
張
所

宮
城
野
支
店

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
三
丁
目
一
番
八
号

仙
台
市
宮
城
野
区
幸
町
五
丁
目
十
番
一
号

仙
台
市
若
林
区
志
波
町
十
八
番
十
九
号

県
庁
支
店

県
庁
支
店

県
庁
支
店

」
を

「

仙
台
支
店

宮
城
野
支
店

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
三
丁
目
一
番
八
号

仙
台
市
若
林
区
志
波
町
十
八
番
十
九
号

県
庁
支
店

県
庁
支
店

」
に
改
め
る
。

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
手
倉
田
字
山
二
百
四
十
三
番
百
四
十
七

　

名
取
市
手
倉
田
字
八
幡
十
九
番
地
の
五　

ジ
ャ
ン
テ 

ィ
ー
ビ
レ
ッ
ジ
弐
番
館
百
一
号

 

高
橋　
　

誠
、
高
橋
麻
希
子　
　



区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
十
九
号

　

県
費
負
担
教
職
員
の
任
免
、
分
限
及
び
懲
戒
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
六
号
）
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
職
員
の
懲
戒
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
二
号
）
第
三
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
員
の
懲
戒
処
分
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
日

 

宮　

城　

県　

教　

育　

委　

員　

会　
　
　

一　

被
処
分
者

　
　

宮
城
県
東
松
島
市
立
鳴
瀬
第
一
中
学
校
教
諭　

森　

昌�

二　

処
分
内
容

　

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
県

費
負
担
教
職
員
の
任
免
、
分
限
及
び
懲
戒
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
規
定
に

よ
り
懲
戒
処
分
と
し
て
免
職
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
五
日
付
け
で
こ
の
処
分
の
効
力
が
生
ず
る
も

の
と
す
る
。

三　

処
分
事
由

　
　

平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日
以
降
の
無
断
欠
勤

四　

教
示

１　

こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
五
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
宮
城

県
人
事
委
員
会
に
対
し
て
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
て
の
裁
決
を
経
た
後
に
、
不
服

申
立
て
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場

合
に
は
、
不
服
申
立
て
の
裁
決
を
経
る
こ
と
な
く
、
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

�
　

不
服
申
立
て
を
し
た
日
か
ら
三
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

�
　

処
分
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
じ
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と

き
。

�
　

そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

伊
具
郡
丸
森
町
字
町
東
二
十
七
番
三
、
三
十
番
二
の
一

部
及
び
三
十
一
番
二
並
び
に
同
字
鳥
屋
三
十
六
番
一
、
三

十
六
番
二
、
三
十
七
番
一
、
三
十
七
番
二
、
三
十
八
番
、

三
十
九
番
、
百
九
十
二
番
及
び
百
九
十
三
番

　

福
島
県
相
馬
市
塚
ノ
町
二
丁
目
三
番
地
一

 

有
限
会
社
鉾
建
仏
光
堂　
　
　
　


